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いいえ対象者は 後期高齢者医療制度の被保険者 ではない。

対象者は被保険者(あなた)と同一世帯※である。 対象者は被保険者(あなた)の3親等以内の
親族である。

対象者は被保険者(あなた)の「直系尊属(父・母・(曾)祖
父母」、「子」、「孫」、「兄弟姉妹」のいずれかである。

対象者は被保険者(あなた)から毎
月、自分の収入以上の仕送り等の
援助を受けている。

対象者は被保険者(あなた)と同一世帯※

である。

対象者の収入が以下の条件を全て満たしている。
① 年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受給できる程度の障碍者である場合
は180万円未満)
② 被保険者の収入の1/2未満であること。
③ 雇用保険・傷病手当金を受給されている場合は受給日額が3,612円未満であること。(60歳
以上または障害厚生年金を受給できる程度の障碍者である場合は5,000円未満)

年収には、給与収入、事業収入、公的年金、失業給付金、傷病手当金など、名称を問わず
全ての収入が含まれます。
また、税金等の控除を受ける前の収入の総額を収入として扱います。

自営業者の収入から差し引くことのできる経費については、売上原価のみ認めます。

被扶養者として認定される可能性があります
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注意事項
・ 対象者が海外に居住している場合については、別途審査する項目があります。その場合は、健康保険組合にご相談
ください。

・ 共働きである夫婦の被扶養者の認定にあたっては、原則として下記の判断となります。
① 年収の多いほうの被扶養者となる
② 年収が同程度の場合は、被扶養者異動届を提出した側の被扶養者となる

スタート

※ で示す用語については次ページ参照

被扶養者認定フローチャート

本チャート表は、一般的な事例を基に作成したものであるため、申請時の目安としてご活用ください。扶養事実の有無や生計の実態、社会通念上の妥当
性等を総合的に勘案して内容を審査するため、状況によっては認定できない場合があります。
チャートに記載のない個別の事例等に関しましては、健康保険組合へご相談ください。

① 75歳以上の人
② 後期高齢者医療制度
の障害認定を受けた人



同一世帯
同居して家計を共にしている状態をいいます。別居の場合は同一世帯にはなりません。ただし、単身赴任や病
気療養、学生の一人暮らしなどのやむを得ない理由で別居している場合には同一世帯とみなします。

後期高齢者医療制度の被保険者
75歳以上の人、または65歳以上75歳未満で、かつ後期高齢者医療制度の障害認定を受けた人を指す。

用語の解説


